
サイバーオンライン簡易防犯診断

１ サイバーオンライン簡易防犯診断とは？

県内の事業者の皆様から、オンラインで申し込みを受け付け、県警がセ
キュリティに関する簡易的な防犯診断を実施します。

県警の特設サイトから、アンケート形式の質問事項に回答していただくと、
後日県警から診断結果を送付させていただきます。

２ 診断内容

１
テレワーク等防犯診断
（VPN機器などを使用し、インターネット経由で事業所内の
ネットワークに接続している方向けの診断です。）

２
ファイル共有等防犯診断
（NASなどを使用し、ネットワーク上で事業所内のファイル
を共有している方向けの診断です。）

３
ホームページ等防犯診断
（ホームページを運用されている方向けの診断です。
主に、WordPressを使用している方が対象です。）

３ 申込手順

①Web上で必要事項を
入力して申込

②県警で
診断を実施

③診断結果を
受信して確認

診断内容の詳細、申込手順の詳細等については、下記の県警ホームページをご確認ください。

診断結果は、セキュリティに関する安全性を保障するものではありません。

広島県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課
☎：082-228-0110（内線：705-579）

URL：https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police3/csphiroshima.html
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：psecyberpolice@pref.hiroshima.lg.jp

④対策の見直しの
きっかけに

診断結果により、県警からセキュリティ関して助言をさせていただきます
ので、セキュリティ対策の見直しのきっかけにご利用ください。

※申込期間は、令和６年８月から当面の間を予定しています。


